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平成２６年度第 1回泉大津市都市計画審議会 議事摘録 

 

【議  題】 

 審議案件 議案第 1 号 会長及び副会長の選出について 

議案第２号「南部大阪都市計画生産緑地地区の変更」について 

報告案件 報告第１号「南部大阪都市計画臨港地区の変更」について 

報告第２号「南部大阪都市計画ごみ処理場の決定」について 

 

【開催日時】 平成 26 年 11 月 13 日（木） 14：00～14：35 

 

【開催場所】 泉大津市役所 3 階大会議室 

 

【出席委員】 

阿部委員   澤田委員   波床委員   森 委員  藤原委員   

田渕委員   田中委員   村岡委員   清水委員  丸谷委員   

森下委員   小橋委員   千百松委員 

 

【欠席委員】 

  久 委員   北島委員 

 

【事務局】 

市    長                伊藤  晴彦 

都市政策部長                迫間  一郎 

都市政策部次長               谷   誠次 

都市政策部参事兼まちづくり政策課長     木岡  勉 

まちづくり政策課係長            八木  勇司 

〃                藤本  吉成 

まちづくり政策課総括主査          有澤  久喜 

まちづくり政策課主査            辻川  訓 

環境課長                  貴志  泰章 
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環境課係長                 木山  健治 

  〃                   中塘  健 

環境課総括主査               寺田  和夫 

農業委員会事務局参事            南出  宏美 

地域経済･人権市民協働統括監兼地域経済課長  松下  良 

地域経済課課長補佐兼港湾振興担当長     中山  秀人 

 

【傍聴者】 

傍聴者  １名    
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【議事概要】 

 

（１）開会 

（２）傍聴者入場 

（３）市長挨拶 

（４）審議会委員の紹介 

（５）議案第 1 号 会長及び副会長の選出について 

互選により会長に阿部委員、副会長に澤田委員を選出 

（６）議案第２号 南部大阪都市計画生産緑地地区の変更について（市決定） 

原案どおり承認された 

（７）報告第 1 号 南部大阪都市計画臨港地区の変更について（府決定） 

（８）報告第２号 南部大阪都市計画ごみ処理場の決定について（高石市決定） 

（９）閉会 

 

 

【議事内容】 

（１）開  会 

【事務局】 

 本日の審議会の進行につきましては、規定により、会長が議長を務めることと

なっておりますが、現在、会長及び副会長が任期満了により不在となっておりま

す。会長及び副会長が選出されるまでの間、事務局で進行させていただきますの

で、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、本日は、現委員数１５名の方々のうち１３名の委員のご出席をいただい

ておりますので、本市、都市計画審議会条例施行規則第３条第２項の規定により、

本審議会の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。 
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（２）傍聴者入場 

【事務局】 

会議は原則公開となっており、本日は、１ 名の傍聴者が来場しております。傍

聴者の方は、入場の際に配付しております傍聴者心得を遵守していただきますよ

うお願いいたします。 

また、議事録は公表させていただいております。会議の記録のため必要に応じ

て写真撮影、録音等をさせていだだきますので、ご了解のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

（３）市長挨拶 

（４）審議会委員の紹介 

 

（５）議案第 1 号 会長及び副会長の選出について 

【事務局】 

本市、都市計画審議会条例施行規則第２条第１項において学識経験を有する者

の内から、委員の選挙によって定めると規定されておりますが、審議を円滑に進

めるため、事務局よりご推薦させていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

【委員】 

異議なし。 
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【事務局】 

会長には、株式会社ＮＰＣコーポレーション大学問題研究所所長の阿部 功様

に、副会長には、泉大津商工会議所会頭の澤田 隆生様にお願いしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

【委員】 

異議なし。 

【事務局】 

ご異議がないようでございますので、議案第１号の会長及び副会長の選出につ

きましては、会長は阿部 功様、副会長は澤田 隆生様に決定いたします。 

 

（６）議案第２号 南部大阪都市計画生産緑地地区の変更について 

【事務局】 

 まず、最初に議案書の訂正がございます。議案書の５ページ、新旧対照表の

池浦町五丁目の変更理由の中で死亡となっておりますが、正しくは故障でござ

いますので、訂正をお願いいたします。 

それでは、前のスライドでご説明いたしますので、お手元の議案書と併せて、

ご覧ください。議案書の説明に入る前に、生産緑地制度につきまして、簡単に ご

説明させて頂きます。 

大都市地域では、住宅、宅地供給の必要性から、市街化区域内農地の積極的

な活用が求められています。そのような中で、農地等の生産活動に裏付けられ



- 6 - 

 

た緑地機能に着目して、災害の防止や都市環境に役立つ農地等を計画的に保全

し、良好な都市機能の形成を図るための都市計画制度でございます。議案書の

４ページを、ご覧ください。 

今回、変更しようとする地区の内訳でございますが、備考欄に記載しており

ますように、追加地区１件、廃止地区２件、区域変更１件の計４件でございま

す。 

議案書の５ページをご覧ください。今回は、廃止地区がありますので、本市

の生産緑地の地区数は、１８６地区となり、面積につきましては、約０．３０

ｈａ減少し、約３１．４６ｈａとなります。 

それでは、それぞれの地区につきまして、個別にご説明させて頂きます。議

案書の６ページを、ご覧ください。 

まず、池浦町五丁目２地区でございますが、地区指定の廃止を行うものでご

ざいます。次に、７ページ、寿町１地区につきまして、地区指定の一部を廃止

し、区域変更を行うものでございます。次に、寿町１０地区につきまして、寿

町１地区の分割により地区名称の追加を行うものでございます。次に、８ペー

ジ、板原町二丁目４地区につきまして、地区指定の廃止を行うものでございま

す。変更理由につきましては、４地区とも同様でございまして、主たる従事者

の故障により農業の継続が困難であるという理由で、生産緑地法第１０条の規

定による買取り申出後、同法第１４条の規定する行為の制限解除により、地区

指定の追加または廃止、一部を廃止するものでございます。 

なお、本案件につきまして、都市計画法第１７条の縦覧に際しての意見書の

提出はございませんでした。以上、誠に簡単ではございますが、議案第２号南
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部大阪都市計画生産緑地地区の変更についての説明を終わります。よろしくご

審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

【会長】 

議案につきましてご質問、ご意見等ございますか。 

【委員】 

異議なし。 

【会長】 

ご異議がないようでございますので、議案第２号については、原案どおり承

認いたします。 

 

（７）報告第１号 南部大阪都市計画臨港地区の変更について 

【事務局】 

 本件につきましては、大阪府決定でございますので、報告説明とさせていた 

だきます。また、案件の要点につきましては、前のスライドを用いてご紹介い

たしますので、議案書と併せてご覧いただきたいと思います。議案書の９ペー 

ジから、ご覧いただきたいと思います。 

「臨港地区」とは、港湾に備わる物流や生産をはじめ、様々な機能を十分に

発揮するために定めるものです。臨港地区に指定されますと、港湾法に基づき、

港湾の管理運営に支障となる構築物が無秩序に混在することを防ぐなど、一定

の規制がかかります。 

今回の変更では、新たに夕凪町地区で埋立が完了いたしました約５．６ｈａ
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について、土地利用を図るため、追加指定するものであります。本市夕凪町地

区は、港湾法第三条の三の規定に基づく堺泉北港港湾計画において全区域、予

定臨港地区となっており、埋立竣工した土地については、利用開始までに臨港

地区の指定を行っております。 

なお、夕凪町地区の用途地域につきましては、全域準工業地域に指定してお

ります。 

今回の変更により、本市の臨港地区は約３４１．１ｈａから約５．６ha 増加

し約３４６．７ｈａとなります。以上簡単ではございますが、報告第１号南部

大阪 都市計画臨港地区の変更についての報告を終わります。 

【会長】 

報告案件につきましては、以上となりますが、ご質問、ご意見はありますか。 

【委員】 

意見なし。 

【会長】 

報告案件につきまして、意見なしと致します。 

 

（８）報告第２号 南部大阪都市計画ごみ処理場の決定について 

【事務局】 

本案件は泉大津市、和泉市、高石市で構成する泉北環境整備施設組合の資源

ごみの処理施設である資源化センターを建設するために必要な都市計画手続き

であり、その大部分が高石市の市域となります。 
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また、資源化センターでは、分別収集物の手選別、圧縮、梱包までを実施す

るものであり、一般的な廃棄物処理施設のような環境影響度の高い施設ではご

ざいません。そのため、平成２６年７月１６日に、高石市単独での都市計画決

定を行ったものですが、本市においても利用する施設でございますので、報告

案件として報告させていただくものです。 

それでは、資源化センターの整備について説明させていただきます。 

まず、泉北クリーンセンターについてですが、泉大津市、和泉市、高石市の

構成３市から排出されたごみを処理しており、ごみ処理施設、粗大ごみ処理施

設、資源ごみ小型選別施設の３つの処理施設で構成されております。 

このうち資源ごみ小型選別施設でありますが、昭和５５年の稼働開始より約

３０年が経過しており、点検体制を強化し、適正な運転、維持管理に取り組ん

でいるものの、老朽化が進み資源ごみの適正処理に困難が生じてきております。 

また、構成３市では、ごみの発生、排出抑制を推進するとともに、分別収集

の充実による、ごみの資源化を推進していますが、容器包装プラスチックの分

別収集へと拡充していく必要があり、当該収集物の処理体制を早急に整備して

いくことが求められております。 

これらの課題を解消するため、この老朽化した資源ごみ小型選別施設を更新

することで、新たな分別収集形態にも対応した処理体制を整備し、安定した資

源化処理を行える資源化センターを整備するものでございます。 

それでは、議案書の１６ページを、ご覧ください。こちらが、高石市で決定

されました南部大阪都市計画ごみ処理場の決定の計画書でございます。名称と

しまして、225-1 泉北環境整備施設組合資源化センター。位置としまして、高
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石市取石６丁目、和泉市上代町地内。面積としまして、約５,４００㎡。備考と

しまして、処理能力２５ｔ／日の内、缶、ビン等、１７ｔ／日、ペットボトル、

容器包装プラ、８ｔ／日となっております。議案書の１７ページには、新旧対

照表を示しておりますのでご参照ください。 

次に、議案書の１８ページを、ご覧ください。こちらは、区域図になります。

グリーンの線で囲まれた区域が、泉北環境整備施設組合の泉北クリーンセンタ

ーの区域となり、ブルーの線で囲まれております区域が、今回、資源化センタ

ーとして決定されました。 

ここで、議案書にはございませんが、参考としまして、生活環境影響調査に

つきましてスライドでご説明させていただきます。 

生活環境影響調査は、廃棄物処理施設に伴う周辺地域の生活環境の現況を把

握し、施設の設置による影響を予測し、生活環境保全対策等について検討を行

うためのものでございます。 

今回の評価結果ですが、大気質、騒音、振動、悪臭の各項目すべてにおいて、

基準値以下および基準値範囲内であり、周辺環境へ及ぼす影響は小さいと評価

されました。なお、水質に関しましては、場内排水を公共下水道に排水する計

画となっているため、今回の調査項目から除外しております。 

高石市の決定に至るまでに、説明会等や、都市計画法に基づく縦覧が行われ

ましたが、高石市都市計画審議会において、都市計画上、施設の位置、規模に

関して、特に問題は無いと判断されております。 

これらの説明会等については、本市市民も利害関係人であるため、本市広報

紙で周知を行いましたが、意見書の提出はありませんでした。 
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以上簡単ではございますが、報告第２号南部大阪都市計画ごみ処理場の決定

についての報告を終わります。 

【会長】 

報告案件につきまして、ご質問、ご意見等ございますか。 

【委員】 

意見なし。 

【会長】 

報告案件につきまして、意見なしと致します。 

 

（８）閉会 

【会長】 

以上をもちまして、平成２６年度第１回泉大津市都市計画審議会を閉会とさせ

ていただきます。本日は、慎重なご審議を賜り、誠にありがとうございました。 


